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第１条　　（目　的）
　　　　　この規程は､勤労者財産形成促進法に基づき､当社従業員に対して財産形成貯蓄活用給
　　　　付金（以下「給付金｣という。）を支払うことにより､当社従業員の財産形成に寄与することを目
　　　　的とする｡
（2） 給付金は､勤労者財産形成貯蓄（以下｢一般財形貯蓄｣という｡）により､計画的な財産形成
　　を行い､生涯の節目となる第５条に定める特定事由に対処するためにその貯蓄を払い出し､
　　計画的な活用を行う当社従業員の自助努力を支援するために支払うものである｡
第２条　　（支払対象者）
　　　　　支払対象者は、一般財形貯蓄の契約を締結し､その貯蓄を１年以上の期間（以下｢財形貯
　　　　蓄期間｣という｡）を通じて保有している者（扶養控除等申告書を提出する者に限る｡）
　　　　であって､その残高から一定額以上の払出し等を行い､当該金銭を第５条に定める特定事
　　　　由に係る第６条の支払対象費用について一定額以上支出した者とする｡
第３条　　（払出し等及び支出）
　　　　　一般財形貯蓄の払出し等及び特定事由に対する支出は､次のとおりとする。
　　（１）一般財形貯蓄の払出し等
　　　一の給付金の支払に係る第６条の支払対象費用それぞれについて定める期間の開始２ヵ月
　　前から当該期間の終了２ヵ月後までの間に行う一般財形貯蓄の払出し等であって､当該払出し
　　等に係る金銭の額が１回当たり５万円以上であり､かつ合計額が５０万円以上であるもの
　　（２）特定事由に対する支出
　　　一の給付金の支払に係る第６条の支払対象費用それぞれについて定める期間内に行う対象
　　費用への支出であって､当該支出に係る金銭の額の合計額（以下｢支出額｣という。）が５０万円
　　以上であるもの（対象者が複数の場合には､それぞれの対象者に係る支出額について合算は
　　行わない｡但し､第６条（１）の場合で双子その他複数の子が対象であるときは､これらの子に係 

   る支出額を合算する｡第６条（２）又は（４）イの場合であって対象施設が異なるときは､異なる対                  

   象施設に係る支出額について合算は行わない｡）      

第４条　　（支払対象となる特定事由）
　　　　　特定事由は、次に定める事由とする｡
　　（１）育児　　　１歳に満たない子の養育
　　（２）教育　　　従業員が同居又は扶養する親族の教育
　　（３）介護　　　要介護状態である次の者に係る介護
　　　　従業員本人、配偶者、父母、子、配偶者の父母、子及び従業員が同居し、かつ扶養してい
　　　る祖父母、兄弟姉妹、孫
　　（４）自己再開発
　　　　イ．従業員本人の教育訓練
　　　　ロ．従業員本人の健康増進
第５条　　（支払対象費用）
　　　　　支払対象費の範囲は､次のとおりとする｡
　　（１）育児
　　　　イ．育児休業期間中の養育費
　　　　　　その子の出生予定日から出生後１年未満の間に育児休業を取得した場合の当該休業
　　　　　期間中（当該休業期間中に別の子に係る育児休業が始まった場合は、その別の子に係る
　　　　　育児休業期間の終了日までの間）にその子の養育に要する費用その算定額は､休業前の
　　　　　平均の賃金（日額）の８０%に相当する額に休業日数を乗じて得た額（当該従業員が受領　
　　　　　した賃金規程第○条第○項に規定する育児休業手当の額及び当該従業員が雇用保険
　　　　　から育児休業給付を受給した場合の給付額に相当する額を差し引くものとする｡）
　　　　　休業前６ヶ月の合計賃金
　　　　　　（賞与等を除く）
　　　　　　　対象費用＝　　　　　　　　　　　×０．８×休業日数－育児休業手当－育児休業給付
　　　　　　　　　　　　　　　１８０　　　　　　　　　　　　　　相当額　　　相当額
　　ロ．新生児用品の購入費及びレンタル費
　　　　その子の出生予定日の２ヵ月前から出生後１年未満の間に､１年以上の期間反復使用に耐
　　　える新生児用品の購入（取得価額の単価が３万円以上のものに限る｡）及びレンタル（当初１
　　　年分を上限とし､個々の物品のレンタル費用が３万円以上のものに限る｡）のために要する費
　　　用
　　（２）教育
2． 次に定める費用であって､受験（入学する教育施設に受験がない場合は､入学することが　
　明らかになった日又は入学日）２ヵ月前から入学２ヵ月後までの間に要するものとする｡
　　　（イ）受験料（入学した教育施設に係る受験料に限る｡）
（43） 初年度納入金（入学した教育施設の入学金､授業料（当初１年分を上限とする。）、施設
　整備費）
（26） 入学時に必要となる下宿等の当初費用（礼金､引越費､家賃（当初２ヵ月分を上限とす
　る。））
　　　ロ．対象施設の範囲
　　　（イ）高等学校､高等専門学校及び大学（短期大学及び大学院を含む｡）
　　　（ロ）盲学校､聾学校及び養護学校の高等部
　　　（ハ）専修学校
（22） 企業内教育訓練施設以外の教育施設（当該教育施設に入学できる者が中学校を卒業
　　した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められた者とされ､かつ､修業年限が６ヵ月
　　以上とされているものに限る｡）
　　（３）介護
　　　イ．介護休業期間中の介護費
　　　（イ）自己介護の場合
　　　　　介護休業開始予定日の翌日から起算して3ヵ月以内の間に､介護を受けるための休業を
　　　　取得した場合の当該期間中に自己の介護に要する費用
     その算定額は､休業前の平均の賃金（日額）の８０%に相当する額に休業日数を乗じて得た          

     額（当該従業員が受領した貸金規程第○条第○項に規定する介護休業手当の額及び当
     該従業員が労働者災害補償保険から休業（補償）給付を受給した場合又は社会保険から 

     傷病手当金を受給した場合の給付額に相当する額を差し引くものとする。）      

　　　　　休業前６ヵ月の合計賃金
　　　　　　
　　　　　対象費用＝　（賞与等を除く）　　×０．８×休業日数－介護休業手当－休業（補償）給付            

　　　　　　　　　　　　　     １８０　　　　　　　　　　　             相当頷      又は傷病手当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   金相当額
　　　（ロ）自己介護以外の介護の場合
　　　　　介護休業開始予定日の翌日から起算して３ヵ月以内の間に、介護をするための休業を取
　　　　得した場合の当該期間中にその者の介護に要する費用その算定額は、休業前の平均の貸
　　　　金（日額）の８０％に相当する額に休業日数を乗じて得た額（当該従業員が受領した賃金規
　　　　程第○条第○項に規定する介護休業手当の額に相当する額を差し引くものとする。）
　　　　休業前６ヵ月の合計賃金
　　　　　　
　　　　　対象費用＝　（賞与等を除く）　×０．８×休業日数－介護休業手当
　　　　　　　　　　　　　     １８０　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相当額
　　　ロ．介護機器等の購入費及びレンタル費
　　　　要介護状態になった日から１年以内の間に、１年以上の期間反復使用に耐える介護機器
　　　等の購入（取得価額の単価が３万円以上のものに限る。）及びレンタル（当初１年分を上限と
　　　し、個々の物品のレンタル費用が３万円以上のものに限る。）のために要する費用（当該物品
　　　の据え付け等に工事を要する場合には、当該工事費用（当該物品の購入費用又はレンタル
　　　費用及び当該工事費用の総額が１００万円以下のものに限る。）を含む。）
　　（４）自己再開発
　　　イ．教育訓練
（2） 次に定める費用であって、受験（入学する教育施設に受験がない場合は、入学すること
　　が明らかになった日又は入学日）２ヵ月前から入学２ヵ月後までの間に要するものとする。
　　　　　受験料（入学した教育施設に係る受験料に限る。）初年度納入金（入学した教育施設の
　　　　　入学金、授業料（当初１年分を上限とする。）、施設整備費）
　　　（ロ）対象施殴の範囲
　　　　（２）ロの対象施設の範囲と同様とする。
　　　ロ．健康増進
（2） 次に定める費用であって、入会２ヵ月前から入会２ヵ月後までの間に要するもの（交通費、　宿泊費を除く。）とする。
　　　　入会金
　　　　受験料（当初１年分を上限とする。）
　　　　利用料（当初１年分を上限とする。）
　　　（ロ）対象施設の範囲
　　　　労働者健康保持増進サービス機関及び労働者健康保持増進指導機関とする。
第６条　　（支払額）
　　　　　給付金の支払額は､次の表に定める額とする｡
	支出額（その額が一般財形貯蓄の払い出し等に係る金銭の額を超えるときは、当該払い出し等に係る金銭の額）
	給付金の支払額

	　５０万円以上１００万円未満
	○　万円

	１００万円以上１５０万円未満
	○　万円

	１５０万円以上
	○　万円


第７条　　（支払申請）
　　　　　給付金の支払を受けようとする従業員は､財形活用給付金支払申請書（以下｢申請書｣と
　　　いう｡）を対象期間の終了から○ヵ月以内に提出するものとする｡
　　　　なお、同一の特定事由の同一対象者に係る申請（第６条（２）又は（４）イの対象施設が異な
　　　る場合を除く｡）は１回に限るものとする｡
　　　２　申請書の提出にあたっては､次の各号に掲げる書類を添付するものとする｡
　（１）財形貯蓄期間を証明する書類
　（２）財形貯蓄払出し等を証明する書類
　（３）特定事由が生じたことを証明する書類
　（４）特定事由のために支出したことを証明する書類
　（５）親族関係を証明する書類
　（６）その他当社が必要と認める書類
第８条　　（支払時期等）
　　　　　従業員から申請書等の提出があったときは､前条までの要件に照らして審査し､給付金の
　　　　支払の可否につき決定を行うものとする｡
　　　２　前項の決定をした場合は､従業員に通知するものとする｡
　　　３　給付金の支払は､従業員の指定する方法により行うものとする｡
第９条　　（調　整）
　　　　　従業員が､同一の事由により雇用保険法施行規則に規定する中高年齢労働者等受講奨  

     励金を受給することができる場合又は同一の事由により当社が､生涯能力開発給付金及び
     人材高度化能力開発給付金を受給することができる場合には､給付金は支払わないものと  

     する｡
第１０条　　（返　還）
　　　　　従業員が､偽りその他不正の手段等により給付金の支払を受けた場合には､その給付金
　　　　の全部又は―部を返還させるものとする｡
　　２　従業員は､前項の規定に基づき給付金の返還を求められた場合には､速やかに返還しな
　　ければならない｡
第１１条　　（処理簿の整理）
　　　　　給付金に関し必要な事項を記載した処理簿を従業員ごとに作成し､必要な書類類とともに
　　　　給付金を支給した日の属する年度の終了後５年間整理保管するものとする。
第１２条　　（規程の改廃）
　　　　　この規程は､物価の変動ないし経済情勢の変化その他の理由により､改廃することがある｡
附　　　則
　　　この規程は､平成○○年○○月○○日から実施する｡
　なお､特定事由の発生日が平成○○年○○月○○日以降のものについて適用する｡
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